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高浜発電所第３号機高エネルギーアーク損傷対策工事に係る 
使用前検査申請書の記載内容変更について 

 
 
 
２０１９年１２月１３日付け関原発第４１４号で申請しました高浜発電所第３号機高エ

ネルギーアーク損傷対策工事に係る使用前検査申請書の記載内容を、別紙のとおり変更しま

したので、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１５条第３項の規定により提出

いたします。 
  



別紙 
 
１．使用前検査申請書 
  高浜発電所第３号機 
   使用前検査申請書番号 

関原発第４１４号（２０１９年１２月１３日） 

 

２．変更の内容及び変更の理由 
２．１ 使用前検査申請書 

（変更前） 
 ２０１９年１２月１３日付け関原発第４１４号の申請書記載事項 

検査を受けようとする工事の工程、期

日及び場所 

工事の工程 
工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 

 期日 自 ２０２０年 １月２３日 
至 ２０２０年 ３月１１日 

場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用
の開始の予定時期 ２０２０年 ４月１３日 

 

（変更後） 

検査を受けようとする工事の工程、期

日及び場所 

工事の工程 
工事の計画に係る全ての工事が完了した時（五号） 

 期日 自 ２０２０年 ２月 ６日 
至 ２０２０年 ３月２４日 

場所 高浜発電所 

申請に係る発電用原子炉施設の使用
の開始の予定時期 ２０２０年 ４月２７日 

 
２．２ 添付資料－１ 工事の工程に関する説明書 

     添付資料のとおり 
 
２．３ 添付資料－２ 工事の工程における放射線管理に関する説明書 
    変更なし 
 
変更理由 
工事工程の見直しに伴い、「使用前検査の検査を受けようとする工事の工程、期日及

び場所」の期日及び「申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期」を変更す

る。 
 
＜添付資料＞ 
「工事の工程に関する説明書」変更前後比較 
  



 

添付資料 
（変更前） 

（添付資料－１） 
工事の工程に関する説明書 

年月 
項目 

２０２０年 
１月 ２月 ３月 

その他発電用

原子炉の附属

施設のうち非

常用電源設備 

   

△ 基本設計方針検査 
― 工事期間 

 
 

（変更後） 
（添付資料－１） 

工事の工程に関する説明書 
年月 

項目 
２０２０年 

１月 ２月 ３月 
その他発電用

原子炉の附属

施設のうち非

常用電源設備 

   

△ 基本設計方針検査 
― 工事期間 

 

△△    △          △△ 

使用前検査（五号） 

△       △ △       △ △ 

使用前検査（五号） 


